
6アジ研ワールド・トレンドNo.233（2015. 3）

二
〇
〇
〇
年
以
降
の
ベ
ト
ナ
ム
農
業

政
策
で
は
、
生
産
流
通
の
効
率
化
お
よ

び
生
産
品
の
高
付
加
価
値
化
が
志
向
さ

れ
て
い
る
。
一
方
で
、
農
地
政
策
を
み

る
と
、
そ
う
し
た
方
向
性
と
は
矛
盾
す

る
諸
規
定
や
政
令
が
垣
間
み
ら
れ
る
。

本
論
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
農
地
政
策
の
変

遷
と
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
矛
盾
・
迷
走

に
つ
い
て
論
じ
る
。

●
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
農
地
の「
私

有
化
」

農
業
集
団
化
期
を
経
た
ベ
ト
ナ
ム
で

は
、
一
九
八
八
年
に
農
家
生
産
請
負
制

が
導
入
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
合
作
社
単
位

で
使
用
さ
れ
て
き
た
農
地
が
農
家
に
分

配
さ
れ
た
。
一
九
九
三
年
に
は
土
地
法

に
お
い
て
、
そ
れ
ら
分
配
さ
れ
た
農
地

を
農
家
が
長
期
的
に
使
用
す
る
権
利
が

認
め
ら
れ
た
。
使
用
権
に
は
、
交
換
、

譲
渡
、
賃
借
、
相
続
、
抵
当
の
権
利
が

含
ま
れ
た
。

社
会
主
義
を
標
榜
す
る
ベ
ト
ナ
ム
で

は
、
農
地
に
限
ら
ず
土
地
全
般
を
所
有

し
て
い
る
の
は
「
全
人
民
」
で
あ
り
、

そ
の
代
表
で
あ
る
国
家
が
土
地
を
統
一

的
に
管
理
す
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
一
九
九
三
年
土
地
法

の
施
行
以
来
、
土
地
使
用
権
の
市
場
取

引
が
原
則
可
能
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

実
質
的
に
は
土
地
の
「
私
有
化
」
が
開

始
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
。

●
大
規
模
農
家
の
発
展
奨
励

一
九
九
〇
年
代
以
降
の
ベ
ト
ナ
ム
農

業
政
策
は
、
国
内
食
糧
安
全
保
障
と
、

生
産
流
通
の
効
率
化
や
生
産
品
の
高
付

加
価
値
化
を
通
じ
た
輸
出
拡
大
と
い
う

二
つ
の
目
標
の
あ
い
だ
で
、
時
期
に
よ

り
重
点
を
変
え
つ
つ
、
両
者
の
バ
ラ
ン

ス
を
取
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
き
た
。

一
九
九
〇
年
代
末
に
食
糧
増
産
が
達
成

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
〇
年
代
前

半
の
農
業
政
策
で
は
効
率
化
・
高
付
加

価
値
化
に
よ
り
重
き
が
置
か
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

大
規
模
農
家
（
チ
ャ
ン
チ
ャ
イ
）
の

発
展
が
奨
励
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
そ
の
象
徴
と
い
え
る
。
政
府
は
二

〇
〇
〇
年
に
、
一
定
基
準
以
上
の
経
営

面
積
と
売
上
高
を
満
た
す
農
家
を
チ
ャ

ン
チ
ャ
イ
と
定
義
づ
け
て
、
そ
の
発
展

奨
励
を
始
め
た
（
二
〇
〇
〇
年
政
府
決

議
三
号
）。

二
〇
〇
三
年
の
改
正
土
地
法
で
は
、

チ
ャ
ン
チ
ャ
イ
が
政
府
交
付
地
の
ほ
か
、

借
地
や
相
続
地
な
ど
を
利
用
し
て
経
営

規
模
を
拡
大
す
る
こ
と
が
明
示
的
に
奨

励
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
表
１
に
示

し
た
方
法
で
入
手
し
た
土
地
を
使
用
し

た
経
営
規
模
の
拡
大
が
認
め
ら
れ
た

（
八
二
条
二
項
）。
農
地
の
入
手
ル
ー
ト

は
大
き
く
分
け
て
、
①
政
府
か
ら
の
交

付
、
②
政
府
か
ら
の
借
地
、
③
政
府
か

ら
交
付
さ
れ
た
使
用
権
利
の
移
転
の
三

つ
が
あ
る
。
こ
の
な
か
で
、
③
の
権
利

移
転
方
法
の
ひ
と
つ
と
な
る
「
譲
渡
」

に
は
、
個
人
間
で
の
使
用
権
売
買
が
含

ま
れ
る
。
売
買
、
賃
借
な
ど
市
場
取
引

を
介
し
た
農
地
集
約
が
法
的
に
容
認
さ

れ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
二
〇
〇
三
年
に
は
農
地
使

用
税
の
減
免
と
い
う
動
き
も
あ
っ
た
。

一
九
九
三
年
以
降
、
農
家
は
農
地
を
保

有
す
る
に
あ
た
り
、
農
地
の
等
級
、
種

類
、
規
模
に
応
じ
て
農
地
使
用
税
を
課

さ
れ
て
い
た
（
一
九
九
三
年
政
府
議
定

七
四
号
）。
し
か
し
、二
〇
〇
三
年
以
降
、

農
地
使
用
税
の
減
免
措
置
が
継
続
的
に

講
じ
ら
れ
て
お
り
、
農
家
が
生
産
目
的

で
保
持
し
て
い
る
農
地
は
基
本
的
に
完

全
免
税
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
（
二
〇

〇
三
年
国
会
決
議
一
五
号
、
二
〇
一
〇

（注）カッコ内はベトナム語。
（出所）2003 年土地法、2013 年土地法を参照し、筆者作成。

①政府からの交付地（ t c nhà n c giao）

②政府からの借地（ t do nhà n c cho thuê）

③権利移転地（Chuy n quy n s  d ng t）

　権利移転の方法

賃借（thuê）

譲渡（chuy n nh ng）

相続（th a k ）

贈与（t ng）

組織による請負（khoán c a t  ch c）

個人による出資（góp）

表 1　チャンチャイに農地使用権を認められる土地
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ベトナム農地政策の変遷

年
国
会
決
議
五
五
号
）。
農
家
が
農
地

を
保
有
す
る
こ
と
自
体
に
か
か
る
費
用

を
な
く
し
た
こ
と
は
、
大
規
模
農
家
の

発
展
奨
励
の
流
れ
と
合
致
し
て
い
る
。

●
農
地
利
用
の
実
態

二
〇
〇
〇
年
以
降
の
農
業
政
策
に
お

け
る
効
率
化
・
高
付
加
価
値
化
志
向
の

な
か
で
、
大
規
模
農
家
の
発
展
が
各
種

政
策
で
奨
励
さ
れ
は
じ
め
た
が
、
実
態

と
し
て
農
家
の
大
規
模
化
が
顕
著
に
み

ら
れ
た
の
は
、
南
部
地
域
、
と
く
に
政

策
奨
励
の
前
か
ら
農
家
の
大
規
模
化
が

進
ん
で
い
た
メ
コ
ン
デ
ル
タ
に
お
い
て

だ
け
で
あ
っ
た
。
図
１
に
は
、
農
家
数

の
推
移
を
規
模
別
・
地
域
別
に
示
し
た
。

こ
こ
か
ら
、
メ
コ
ン
デ
ル
タ
で
は
大
規

模
農
家
の
発
展
奨
励
以
前
の
一
九
九
四

年
時
点
で
、
す
で
に
他
地

域
と
比
し
て
農
家
の
規
模

拡
大
が
進
ん
で
い
た
一
方

で
、
北
部
地
域
、
と
り
わ

け
紅
河
デ
ル
タ
で
は
二
〇

〇
六
年
時
点
で
も
農
家
の

大
半
が
〇
・
五
ヘ
ク
タ
ー

ル
未
満
層
に
占
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
二

〇
一
一
年
時
点
で
み
て
も
、

紅
河
デ
ル
タ
の
農
家
の
約

九
六
％
は
〇
・
五
ヘ
ク
タ

ー
ル
未
満
層
で
あ
る
（
参

考
資
料
④
）。

メ
コ
ン
デ
ル
タ
と
紅
河

デ
ル
タ
は
ベ
ト
ナ
ム
の
二

大
稲
作
地
で
あ
る
が
、
両

者
の
農
地
集
約
状
況
に
こ

の
よ
う
な
差
が
出
て
い
る

背
景
に
は
、
歴
史
的
基
盤

の
違
い
（
伝
統
的
に
人
口

稠
密
な
紅
河
デ
ル
タ
で
集

約
的
自
給
農
業
が
発
展
し
た
の
に
対
し
、

開
発
の
歴
史
が
新
し
く
人
口
密
度
が
比

較
的
低
い
メ
コ
ン
デ
ル
タ
で
は
大
規
模

商
業
的
農
業
が
発
展
し
た
）
と
、
農
地

流
動
性
の
差
（
紅
河
デ
ル
タ
で
は
農
地

の
市
場
取
引
が
活
発
化
し
て
い
な
い
の

に
対
し
て
、
メ
コ
ン
デ
ル
タ
で
は
活
発

化
し
て
い
る
）
が
考
え
ら
れ
る
。

●
二
〇
〇
三
年
土
地
法
に
内
在
す

る
矛
盾

農
家
大
規
模
化
の
奨
励
に
も
関
わ
ら

ず
農
地
集
約
が
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
こ
な

か
っ
た
こ
と
に
は
、
農
地
政
策
に
お
け

る
制
約
も
少
な
か
ら
ず
関
係
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
〇
三
年
土
地
法

は
大
規
模
農
家
の
発
展
奨
励
を
明
示
し

た
一
方
で
、
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
矛
盾

す
る
内
容
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
点
が
、

農
家
の
農
地
へ
の
投
資
意
欲
を
抑
制
す

る
方
向
に
働
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
使
用
権
保
有
地
で
あ
っ
て

も
使
用
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
あ
る
。
一
九
九
三
年
土
地
法
で
、
一

年
生
作
物
地
の
使
用
期
限
は
二
〇
年
、

多
年
生
作
物
地
の
使
用
期
限
は
五
〇
年

と
定
め
ら
れ
た
が
、
二
〇
〇
三
年
土
地

法
で
も
こ
の
規
定
は
維
持
さ
れ
た
。

第
二
に
、
農
家
あ
た
り
使
用
権
保
有

面
積
に
上
限
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
二
〇
〇
三

年
土
地
法
に
お
い
て
チ
ャ
ン
チ
ャ
イ
は

政
府
交
付
地
、
政
府
か
ら
の
借
地
、
権

利
移
転
地
を
利
用
し
て
、
経
営
規
模
を

拡
大
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の

う
ち
、
政
府
交
付
地
に
つ
い
て
、
同
じ

土
地
法
の
な
か
で
地
目
ご
と
の
交
付
上

限
面
積
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に

稲
作
地
を
主
と
す
る
一
年
生
作
物
地
に

対
す
る
縛
り
が
強
く
、
一
年
生
作
物
地

の
交
付
上
限
面
積
は
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
と

さ
れ
て
い
る
。

二
〇
〇
三
年
土
地
法
に
は
明
確
な
規

定
が
な
か
っ
た
権
利
移
転
地
の
上
限
面

積
に
つ
い
て
も
、
二
〇
〇
七
年
の
国
会

常
務
委
員
会
決
議
一
一
二
六
号
に
よ
り

明
確
化
さ
れ
た
。
一
年
生
作
物
地
に
つ

い
て
は
、
東
南
部
・
メ
コ
ン
デ
ル
タ
で

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

図１　地域別にみた農家の規模別分布

（出所）参考資料①、②、③より作成。

細分化された紅河デルタの圃場（2006 年ハナム省　筆者撮
影）
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六
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
そ
の
他
の
地
域
で
四

ヘ
ク
タ
ー
ル
が
上
限
と
し
て
示
さ
れ
た
。

権
利
移
転
地
の
上
限
面
積
が
明
示
さ
れ

た
背
景
に
は
、
メ
コ
ン
デ
ル
タ
で
一
〇

ヘ
ク
タ
ー
ル
を
越
え
る
よ
う
な
大
規
模

稲
作
農
家
が
増
加
し
た
反
面
で
、
土
地

な
し
層
の
貧
困
が
問
題
と
な
っ
て
い
た

こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
二
〇
〇
三
年
土
地
法

は
、
大
規
模
農
家
の
発
展
奨
励
を
明
示

す
る
一
方
で
、
過
度
な
大
規
模
化
へ
の

規
制
を
維
持
し
て
い
た
。
と
く
に
、
稲

作
地
を
主
と
す
る
一
年
生
作
物
地
に
つ

い
て
、
農
地
集
約
の
前
提
で
あ
る
農
地

流
動
化
を
阻
む
よ
う
な
強
い
縛
り
が
か

け
ら
れ
て
い
た
。

●
農
地
収
用
事
件
と
二
〇
一
三
年

土
地
法
改
正

土
地
法
に
お
け
る
前
記
の
よ
う
な
規

定
の
存
在
は
、
農
地
市
場
の
発
展
を
制

約
す
る
要
因
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た

（
参
考
資
料
⑤
）。
と
く
に
、
二
〇
一
二

年
に
は
、
地
方
政
府
に
よ
る
農
地
の
強

制
収
用
に
絡
む
事
件
が
複
数
発

生
し
、
農
地
へ
の
長
期
的
投
資

に
不
安
を
投
げ
か
け
る
こ
と
と

な
っ
た
。

メ
デ
ィ
ア
で
最
も
大
き
く
報

じ
ら
れ
た
の
は
、
二
〇
一
二
年

初
め
に
ハ
イ
フ
ォ
ン
市
の
テ
ィ

エ
ン
ラ
ン
県
で
生
じ
た
水
産
養

殖
地
の
強
制
収
用
に
絡
む
騒
動

で
あ
る
。
使
用
中
で
あ
っ
た
水

産
養
殖
地
を
県
当
局
が
使
用
期

限
切
れ
だ
と
し
て
強
制
収
用
し

よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
使
用
権

者
と
そ
の
家
族
が
武
装
抵
抗
し

た
た
め
に
、
そ
の
鎮
圧
に
警
官

や
兵
士
が
動
員
さ
れ
、
使
用
権

者
の
家
屋
ま
で
取
り
壊
さ
れ
る

と
い
う
事
態
に
な
っ
た
。

テ
ィ
エ
ン
ラ
ン
県
で
の
事
件

が
注
目
さ
れ
た
背
景
に
は
、
二
〇
一
三

年
一
〇
月
に
一
九
九
三
年
土
地
法
の
も

と
で
交
付
さ
れ
た
一
年
生
作
物
地
、
水

産
養
殖
地
お
よ
び
塩
田
の
多
く
が
使
用

期
限
切
れ
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
同

様
の
農
地
強
制
収
用
の
発
生
に
対
す
る

懸
念
か
ら
、
土
地
法
改
正
議
論
に
拍
車

が
か
か
っ
た
。

こ
う
し
た
な
か
、
二
〇
一
三
年
に
改

正
さ
れ
た
土
地
法
（
施
行
は
二
〇
一
四

年
七
月
一
日
か
ら
）
に
は
以
下
の
よ
う

な
改
正
点
が
み
ら
れ
た
。
ま
ず
、
農
地

使
用
期
限
に
つ
い
て
は
、
一
年
生
作
物

地
・
水
産
養
殖
地
お
よ
び
塩
田
の
使
用

期
限
が
、
こ
れ
ま
で
の
二
〇
年
か
ら
五

〇
年
に
長
期
化
さ
れ
た
（
一
二
六
条
）。

次
に
、
農
家
あ
た
り
農
地
使
用
の
上

限
面
積
に
つ
い
て
は
、
新
土
地
法
で

も
政
府
交
付
面
積
の
上
限
規
定
が
維

持
（
東
南
部
・
メ
コ
ン
デ
ル
タ
以
外
の

地
域
で
は
一
年
生
作
物
地
の
上
限
面
積

が
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
縮
小
）
さ
れ
た
も

の
の
（
一
二
九
条
）、
権
利
移
転
に
よ

る
集
約
に
つ
い
て
は
交
付
上
限
面
積
の

一
〇
倍
ま
で
容
認
す
る
こ
と
が
明
記
さ

れ
た
（
一
三
〇
条
）。
東
南
部
・
メ
コ

ン
デ
ル
タ
の
一
年
生
作
物
地
で
い
え
ば
、

権
利
移
転
に
よ
る
農
地
集
約
が
三
〇
ヘ

ク
タ
ー
ル
ま
で
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な

る
。

●
農
地
政
策
の
迷
走

こ
の
よ
う
に
、
二
〇
一
三
年
の
土
地

法
改
正
で
は
、
交
付
上
限
面
積
や
使
用

期
限
に
関
す
る
規
定
は
こ
れ
ま
で
ど
お

り
維
持
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
内
容
は

農
家
の
農
地
に
対
す
る
長
期
的
投
資
を

後
押
し
す
る
方
向
へ
と
、
若
干
で
は
あ

る
が
変
更
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
残
さ

れ
た
制
約
も
少
な
く
な
い
。
二
〇
一
三

年
土
地
法
で
は
農
地
収
用
に
際
す
る
手

続
き
や
補
償
が
明
確
化
さ
れ
た
こ
と
も

重
要
な
改
正
点
の
ひ
と
つ
と
い
わ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
新
土
地
法
で
土
地
自

体
に
対
す
る
補
償
が
認
め
ら
れ
て
い
る

の
は
「
一
二
九
条
に
規
定
さ
れ
た
（
政

府
交
付
の
）
上
限
面
積
を
超
え
な
い
農

地
」
で
、
そ
れ
を
超
え
る
農
地
に
つ
い

て
は
農
地
の
開
発
に
投
資
し
た
費
用
し圃場の大きいメコンデルタでは農業機械化も進んでいる

（2014 年アンザン省　筆者撮影）

（出所）2003 年土地法、国会常務委員会決議 1126 号。

農地分類

2003 年土地法 2007 年国会常
務委員会決議

使用期限
（年）

政府からの
交付上限面積
（ヘクタール）

譲渡・寄付の
上限面積

（ヘクタール）

1年生作物栽培地、水産養殖地、製塩用地
　東南部・メコンデルタ
　その他の地域

20
20

3
3

6
4

多年生作物栽培地
　平野部
　山間・山岳部

50
50

10
30

20
50

林地（防護林） 50 30 ―

林地（生産林業地） 
　平野部
　山間・山岳部

50
50

30
30

50
100

１年生作物栽培地、水産養殖地、製塩用地が混在する土地 ― 5 ―

多年生作物栽培地の追加的分配
　平野部
　山間・山岳部

―
―

5
25

―
―

生産林業地の追加的分配 ― 25 ―

表 2　2003 年土地法および施行細則における農地使用面積・期限の規定
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ベトナム農地政策の変遷

か
補
償
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
て

い
る
（
七
七
条
）。

さ
ら
に
、
土
地
法
以
外
の
と
こ
ろ
で

も
、
効
率
化
・
高
付
加
価
値
化
路
線
と

は
矛
盾
す
る
農
地
政
策
動
向
が
み
ら
れ

る
。
二
〇
〇
八
年
の
世
界
的
な
食
糧
価

格
高
騰
と
ベ
ト
ナ
ム
国
内
の
コ
メ
買
占

め
騒
動
の
後
、
農
地
政
策
の
な
か
に
国

内
食
糧
安
全
保
障
を
重
視
す
る
傾
向
が

強
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇

〇
九
年
政
府
決
議
六
三
号
で
は
稲
作
地

三
八
〇
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
維
持
が
目
標

と
し
て
示
さ
れ
、
二
〇
一
二
年
政
府
議

定
四
二
号
で
は
稲
作
専
用
地
の
使
用
者

に
対
す
る
補
助
金
支
給
が
決
め
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
稲
作
保
護
政
策
に
対
し
て

は
、
有
効
性
を
疑
問
視
す
る
声
が
多
い
。

CongThuong

紙
（
二
〇
一
三
年
一
一

月
五
日
付
、Chinh sach “can chan” 

lua gao

﹇
政
策
が
コ
メ
の
行
く
手
を

阻
む
﹈）
は
、
現
状
で
六
〇
〇
〜
七
〇

〇
万
ト
ン
の
コ
メ
を
輸
出
す
る
ベ
ト
ナ

ム
の
稲
作
地
が
三
〇
〇
万
ヘ
ク
タ
ー
ル

ま
で
縮
小
し
た
と
し
て
も
国
内
食
糧
安

全
保
障
は
可
能
だ
と
す
る
世
界
銀
行
の

試
算
や
、
コ
メ
産
業
に
お
い
て
重
要
な

の
は
生
産
面
積
の
維
持
で
は
な
く
生
産

性
や
品
質
の
向
上
だ
と
い
う
ベ
ト
ナ
ム

人
専
門
家
の
意
見
を
報
じ
て
い
る
。

稲
作
専
用
地
の
使
用
者
に
対
す
る
補

助
金
政
策
に
つ
い
て
も
、
実
効
性
の
乏

し
さ
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム

最
大
の
コ
メ
産
地
メ
コ
ン
デ
ル
タ
で

は
、
個
人
間
の
農
地
賃
借
が
進
み
つ
つ

あ
る
な
か
で
実
質
的
な
農
地
使
用
者
を

特
定
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
補
助
金
の

適
用
は
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
（Thoi 

Bao Kinh Te

紙
、
二
〇
一
三
年
四
月

九
日
付
、Giu lay dat de trong lua

﹇
稲
作
の
た
め
に
土
地
を
維
持
﹈）。
ま

た
、
メ
コ
ン
デ
ル
タ
に
次
ぐ
コ
メ
産
地

の
紅
河
デ
ル
タ
で
も
、
メ
コ
ン
デ
ル
タ

と
は
異
な
る
事
情
で
補
助
金
制
度
が
活

用
さ
れ
て
い
な
い
。
農
地
流
動
性
が
低

い
紅
河
デ
ル
タ
で
は
、
使
用
権
者
の
特

定
は
で
き
る
も
の
の
、
各
農
家
の
保
有

地
が
平
均
で
〇
・
一
〜
〇
・
三
ヘ
ク
タ

ー
ル
と
か
な
り
零
細
な
た
め
、
ヘ
ク
タ

ー
ル
あ
た
り
年
五
〇
万
ド
ン
（
約
二
八

〇
〇
円
）
と
決
め
ら
れ
て
い
る
補
助
金

を
適
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
各
農
家
が

受
け
取
れ
る
額
は
か
な
り
小
さ
い
。
そ

の
反
面
、
補
助
金
申
請
手
続
き
が
煩
雑

な
た
め
、
補
助
金
に
申
請
を
出
す
農
家

は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
い
う
（Thoi 

Bao Kinh Te Viet Nam

紙
、
二
〇

一
四
年
八
月
一
二
日
付
、D

an khong 
m
uon nhan tien ho tro

﹇
農
民
は
補

助
金
を
求
め
て
い
な
い
﹈）。

こ
の
よ
う
に
、
二
〇
〇
八
年
以
降
、

国
内
食
糧
安
全
保
障
を
優
先
す
る
稲
作

地
関
連
政
策
が
相
次
い
で
出
さ
れ
た
が
、

こ
れ
ら
の
政
策
は
コ
メ
生
産
者
の
ニ
ー

ズ
に
は
合
致
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
実
態
を
反
映
し

て
か
、
二
〇
一
四
年
に
は
稲
作
地
で
コ

メ
以
外
の
高
付
加
価
値
作
物
を
生
産
す

る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
始
め
た
（
二
〇
一

四
年
農
業
農
村
開
発
相
三
三
六
七
号
決

定
）。
そ
こ
で
は
、
稲
作
地
を
維
持
し

つ
つ
も
、
農
地
を
効
率
的
に
利
用
す
る

こ
と
で
農
家
所
得
を
向
上
さ
せ
る
と
い

う
目
的
が
示
さ
れ
て
い
る
。

近
年
、
土
地
に
対
す
る
工
業
・
商
業

用
需
要
が
増
す
な
か
で
農
地
が
著
し
く

減
少
し
て
お
り
、
限
ら
れ
た
農
地
の
有

効
利
用
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

参
考
資
料
⑤
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
三
〜

二
〇
〇
八
年
の
間
に
約
五
〇
万
ヘ
ク
タ

ー
ル
の
農
地
が
工
業
・
商
業
地
に
転
換

さ
れ
た
。
ま
た
、
農
地
内
で
の
コ
メ
と

他
の
作
物
の
棲
み
分
け
問
題
も
あ
る
。

二
〇
一
四
年
初
に
は
、
工
業
用
地
へ
の

転
用
に
加
え
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
大
豆

な
ど
飼
料
用
需
要
が
拡
大
し
て
い
る
作

物
栽
培
へ
の
転
用
に
よ
り
、
同
年
だ
け

で
も
稲
作
地
が
一
三
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
縮

小
す
る
と
い
う
見
込
み
が
示
さ
れ
て
い

る
（Thoi Bao Kinh Te

紙
、
二
〇

一
四
年
一
月
八
日
付
、Chuyen doi 

co cau vat nuoi, cay trong.

﹇
畜
産
・

耕
作
の
構
造
を
変
え
る
﹈）。
そ
う
し
た

な
か
、
ベ
ト
ナ
ム
農
地
政
策
は
国
内
食

糧
安
全
保
障
と
効
率
化
・
高
付
加
価
値

化
を
通
じ
た
輸
出
拡
大
と
い
う
二
つ
の

農
業
政
策
課
題
の
は
ざ
ま
で
迷
走
を
続

け
て
い
る
と
い
え
る
。

（
こ
う
じ
ん　

え
み
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所　

東
南
ア
ジ
ア
Ⅱ
研
究
グ
ル
ー
プ
）
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